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議 事 日 程 第 ２ 号

平成１９年３月９日（金曜日）

午 前 １０ 時 開 議

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 委員会提 出 議 案 第 1 号 議員定数等調査特別委員会の設置について

－９４－



日程第３ 議員定数等調査特別委員会委員の選任について

日程第４ 笠間市農業委員会委員の推薦について

日程第５ 議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一

部を改正する条例

議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

議案第11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例

議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第13号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する

条例

議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

議案第20号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

日程第６ 議案第29号 字の区域の変更について

議案第30号 市道路線の廃止及び認定について

日程第７ 議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第32号 茨城租税債権管理機構規約の変更について

議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第34号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更について

議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

日程第８ 議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算

議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第53号 平成19年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算
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議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算

議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名について

日程第２ 委員会提出 議 案 第 1 号 議員定数等調査特別委員会の設置について

日程第３ 議員定数等調査特別委員会委員の選任について

日程第４ 笠間市農業委員会委員の推薦について

日程第５ 議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の

一部を改正する条例

議案第９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第10号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条

例

議案第11号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例

議案第12号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第13号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第14号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第15号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正す

る条例

議案第16号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

議案第17号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第18号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第19号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

議案第20号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第21号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

日程第６ 議案第29号 字の区域の変更について

議案第30号 市道路線の廃止及び認定について

日程第７ 議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第32号 茨城租税債権管理機構規約の変更について
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議案第33号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第34号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第35号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第36号 筑北環境衛生組合規約の変更について

議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

日程第８ 議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算

議案第50号 平成19年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第51号 平成19年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第52号 平成19年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第53号 平成19年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第54号 平成19年度笠間市公共下水道事業特別会計予算

議案第55号 平成19年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第56号 平成19年度笠間市立病院事業会計予算

議案第57号 平成19年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第58号 平成19年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第59号 平成19年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算

午前１０時０１分開議

開議の宣告

○議長（石崎勝三君） 皆さんおはようございます。

ご報告申し上げます。

ただいまの出席議員は27名であります。本日の欠席議員は、５番藤枝 浩君です。

定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議に、地方自治法第 121条の規定により出席を求めた者及び議会事務局職員の

出席者は、お手元に配付いたしました資料のとおりです。

議事日程の報告

○議長（石崎勝三君） 日程についてご報告申し上げます。

本日の議事日程につきましては、お手元に配付いたしました議事日程表のとおりといた

します。

これより議事日程に入ります。
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会議録署名議員の指名

○議長（石崎勝三君） 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。

会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、４番野口 圓君、６番鈴木裕士君を

指名いたします。

委員会提出議案第１号 議員定数等調査特別委員会の設置について

○議長（石崎勝三君） 日程第２、委員会提出議案第１号 議員定数等調査特別委員会の

設置についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

議会運営委員会委員長市村博之君。

〔議会運営委員長 市村博之君登壇〕

○議会運営委員長（市村博之君） 委員会提出議案第１号 議員定数等調査特別委員会の

設置について、上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定により提出する

ものであります。

平成19年３月９日

笠間市議会議長 石崎勝三様

議会運営委員会委員長 市村博之

提案理由でありますが、笠間市議会においては、議員定数を２人減らし28人としたとこ

ろであるが、県内外の議会において議員定数削減の動きが顕著に見られる中、当市議会と

しても検討せざるを得ない状況にあるため、本案を提出するものであります。

それでは、議案の内容につきましてご説明させていただきます。

今回提案いたします議員定数等調査特別委員会の設置につきましては、委員会条例第６

条第１項の規定に基づくものであり、笠間市議会として適正な議員定数の検討及び議員定

数削減等に伴う諸問題の調査を目的として、定数12人により調査終了まで閉会中も継続し

て調査するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、提案といたします。

○議長（石崎勝三君） 提案者の説明が終わりました。

これより質疑に入ります。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 質疑を終わります。

本案は、会議規則第37条第２項の規定により委員会への付託はありませんので、直ちに

討論、採決いたします。

討論に入ります。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） 討論を終わります。

これより採決いたします。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（石崎勝三君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。

議員定数等調査特別委員会委員の選任について

○議長（石崎勝三君） 日程第３、議員定数等調査特別委員会委員の選任についてを議題

といたします。

ただいま設置されました議員定数等調査特別委員会委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、石田安夫君、蛯澤幸一君、西山 猛君、畑岡 進君、須藤勝

雄君、竹江 浩君、野口 圓君、石松俊雄君、上野 登君、藤枝 浩君、鈴木裕士君、中

澤 猛君、以上12名を指名いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました12名

の諸君を議員定数等調査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。

笠間市農業委員会委員の推薦について

○議長（石崎勝三君） 日程第４、笠間市農業委員会委員の推薦についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。

まず、農業委員会等に関する法律第12条第１項第１号の規定により、議会推薦の農業委

員会委員は３名を推薦いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、議会推薦の農業委員会委員は３

名を推薦することに決定いたしました。

それでは、１名ずつ採決いたします。

まず、３番蛯澤幸一君の自己に関する案件でございますので、地方自治法第 117条の規

定により３番蛯澤幸一君の退席を求めます。

〔３番 蛯澤幸一君退場〕

○議長（石崎勝三君） お諮りいたします。

蛯澤幸一君を農業委員会委員に推薦することにご異議ございませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、蛯澤幸一君を農業委員会委員に

推薦することに決定いたしました。

蛯澤幸一君の出席を求めます。

〔３番 蛯澤幸一君入場〕

○議長（石崎勝三君） 次に、６番鈴木裕士君の自己に関する案件でございますので、地

方自治法第 117条の規定により６番鈴木裕士君の退席を求めます。

〔６番 鈴木裕士君退場〕

○議長（石崎勝三君） お諮りいたします。

鈴木裕士君を農業委員会委員に推薦することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、鈴木裕士君を農業委員会委員に

推薦することに決定いたしました。

鈴木裕士君の出席を求めます。

〔６番 鈴木裕士君入場〕

○議長（石崎勝三君） お諮りいたします。

次に、来栖 茂氏を農業委員会委員に推薦することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、来栖 茂氏を農業委員会委員に

推薦することに決定いたしました。

議案第 ８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推進委員会設置条例の一部を改

正する条例

議案第 ９号 笠間市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議案第１０号 笠間市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

議案第１１号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例

議案第１２号 笠間市副市長の定数を定める条例

議案第１３号 笠間市職員定数条例等の一部を改正する条例

議案第１４号 笠間市と城里町の消防事務委託の廃止について

議案第１５号 笠間市消防本部及び消防署の設置に関する条例の一部を改正する条例

議案第１６号 笠間市手数料条例の一部を改正する条例

議案第１７号 笠間市農業集落排水事業市債償還基金条例

議案第１８号 笠間市都市公園条例の一部を改正する条例

議案第１９号 笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例
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議案第２０号 笠間市岩間総合運動公園の設置及び管理に関する条例

議案第２１号 笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例

議案第２２号 笠間市岩間海洋センターの設置及び管理に関する条例

○議長（石崎勝三君） 日程第５、議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革

推進委員会設置条例の一部を改正する条例から議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設

置及び管理に関する条例までの15議案を一括議題といたします。

議案の説明は既に終了しております。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、発言を許可いたします。

６番鈴木裕士君の発言を許可いたします。

○６番（鈴木裕士君） ６番鈴木裕士でございます。

議案第19号から議案第22号まで、共通していることについてお伺いいたします。

それぞれの第５条の中の問題でございますけれども、いわゆる施設の管理、あるいは

設備の維持管理、これを委託するという形になるわけですけれども、この施設あるいは

設備の中に、芝生、あるいは植栽、雑草、こういったものの管理は指定管理者が行う業

務の中に含まれるのかどうか、これが一つ。もう一つは、手入れを必要とする、いわゆ

る植栽の手入れを必要とすると、こういったときの判断の基準、これは設けてあるのか

どうか。

それから、２番目としまして、同じ５条の３番、スポーツ振興事業に関することとあり

ますけれども、具体的にはどのような行為を指しているのか。それとまた、教育委員会と

の業務の分担、この辺がどうなっているのか。文言状態ちょっとあいまいなものですから、

回答をお願いします。

○議長（石崎勝三君） 教育次長塩田満夫君。

○教育次長（塩田満夫君） ６番鈴木（裕）議員のご質問にお答え申し上げます。

まず、第１点目の指定管理者が行う業務の範囲の中で、芝生、植栽、雑草の管理、これ

につきまして、第５条２号の維持管理の範囲に含んでございます。それから、６条の委員

会の定めるところに従いまして適正な管理運営を行うこととしておりまして、基準書、そ

れから仕様書を作成いたしまして、これに従いまして指定管理することとしているところ

でございます。

次に、第３号のスポーツ振興に関することとは、具体的にどのような行為を指している

のかというご質問でございますけれども、指定管理者が管理する施設において行われる現

行の事業及び指定管理者が体育施設の利用者の増加、利用者のサービス向上等に寄与する

独自の事業でございまして、指定管理施設を活用してスポーツをする機会の提供といたし

まして、各種スポーツ教室、その施設を利用したスポーツ大会、スポーツに関する講習会、
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研修会、そして見る機会の提供といたしましては各種の興業等でございます。

それから、教育委員会が行うスポーツ振興業務でございますけれども、対象が、指定管

理施設利用と限定されない市全体のスポーツ振興のための計画、立案、企画、実施でござ

います。具体的に申し上げますと、スポーツ振興計画、笠間市全体のスポーツ振興につい

てどうするかということの計画、スポーツ団体等の支援、それから市民マラソンとか、全

国アームレスリング大会等の実施でございます。

それから、指定管理施設が笠間市のスポーツ振興の一翼を担う施設として、指定管理者

と協議連携しながら振興を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） ６番鈴木裕士君。

○６番（鈴木裕士君） 業務の範囲については、仕様書、また基準が決めてあるというこ

とでありますけれども、ついでにお伺いしたいんですけれども、各施設、特に岩間の海洋

センター周囲、ここには桜が相当植わっております。この桜について、毎年毛虫が発生す

るわけですけれども、こういった毛虫の除去、これについてもその基準に入っているのか

どうか。

○議長（石崎勝三君） 教育次長塩田満夫君。

○教育次長（塩田満夫君） ６番鈴木（裕）議員の再度のご質問にお答え申し上げます。

先ほども申し上げましたように、適正な管理運営ということでございますので、そうい

う植栽の消毒とか刈り払いですとか、それから芝生の手入れですとか、そういうものを一

切含むということでご理解をいただきたいと思います。

○議長（石崎勝三君） 以上で、質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第８号 笠間市行政組織条例及び笠間市行政改革推

進委員会設置条例の一部を改正する条例から議案第22号 笠間市岩間海洋センターの設置

及び管理に関する条例までは、会議規則第37条第１項の規定により、お手元に配付いたし

ました議案付託区分表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。

議案第２９号 字の区域の変更について

議案第３０号 市道路線の廃止及び認定について

○議長（石崎勝三君） 日程第６、議案第29号 字の区域の変更について及び議案第30号

市道路線の廃止及び認定についてを一括議題といたします。

議案の説明は既に終了しております。

これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第29号 字の区域の変更について及び議案第30号

市道路線の廃止及び認定については、会議規則第37条第１項の規定により、お手元に配付
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いたしました議案付託区分表のとおり所管の常任委員会に付託いたします。

議案第３１号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更について

議案第３２号 茨城租税債権管理機構規約の変更について

議案第３３号 笠間地方広域事務組合規約の変更について

議案第３４号 笠間・水戸環境組合規約の変更について

議案第３５号 茨城地方広域環境事務組合規約の変更について

議案第３６号 筑北環境衛生組合規約の変更について

議案第３７号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更について

○議長（石崎勝三君） 日程第７、議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更に

ついてから議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更についてまでの７議案

を一括議題といたします。

議案の説明は既に終了しております。

これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑を終わります。

ただいま議題となっております議案第31号 茨城県市町村総合事務組合規約の変更につ

いてから議案第37号 水戸地方広域市町村圏事務組合規約の変更についてまでは、会議規

則第37条第１項の規定により、お手元に配付いたしました議案付託区分表のとおり所管の

常任委員会に付託いたします。

議案第４９号 平成１９年度笠間市一般会計予算

議案第５０号 平成１９年度笠間市国民健康保険特別会計予算

議案第５１号 平成１９年度笠間市老人保健特別会計予算

議案第５２号 平成１９年度笠間市介護保険特別会計予算

議案第５３号 平成１９年度笠間市介護サービス事業特別会計予算

議案第５４号 平成１９年度笠間市公共下水道事業特別会計予算

議案第５５号 平成１９年度笠間市農業集落排水事業特別会計予算

議案第５６号 平成１９年度笠間市立病院事業会計予算

議案第５７号 平成１９年度笠間市笠間水道事業会計予算

議案第５８号 平成１９年度笠間市友部水道事業会計予算

議案第５９号 平成１９年度笠間市岩間水道事業会計予算

議案第６０号 平成１９年度笠間市工業用水道事業会計予算

○議長（石崎勝三君） 日程第８、議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算から議案

第60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算までの12議案を一括議題といたします。
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議案の説明は既に終了しております。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、順に発言を許可いたします。

６番鈴木裕士君の発言を許可いたします。

○６番（鈴木裕士君） ６番鈴木裕士でございます。

まず、議案第49号の一般会計でございます。

47ページなんですけれども、２款総務費、１項総務管理費、６目企画費、13節の委託料

であります。この中で、新交通システム構築委託料といたしまして 800万円の計上がござ

います。この委託する業務の内容、これはどういうものを委託するのか、この回答をお願

いします。

それから、２番目といたしまして、３款民生費、１項社会福祉費、３目高齢者福祉費、

19節負担金補助及び交付金、67ページでございますけれども、シルバー人材センター補助

ということで 1,943万円計上しております。これは昨年も同額計上しているわけですけれ

ども、シルバー人材について、登録人員を増加させるということ、それから登録された方

の技能の向上、これについてどのような施策を講じる予定なのか、あるいは今まで講じて

きたのかについてです。

それから、議案第56号、市立病院事業会計予算でございます。

１番目といたしまして、この説明の中にもあるんですけれども、18年度の入院、外来、

それぞれの予定患者数がどのような数字になるのか。ある程度かたい数字が出てきたかと

思いますので、回答をお願いします。

それから、２番目といたしまして、 309ページであります。

１款１項２目外来収益、これが、 322ページの18年度予定損益計算書におけます外来収

益、これと比較して、金額で約１億円、40.7％増加しているんです。その根拠は何なのか。

念のために申し上げますと、材料費と経費、ここでは合計で18.6％の増加にしかならな

い。いわゆる支出に比べて収入が非常に多いということであります。

３番目、入院患者１人１日当たりの収益、これは18年度予算で２万 4,000円あります。

19年度予算では２万 2,300円。一方、外来患者をとってみますと、18年度予算では１人当

たり１万 1,500円、19年度予算では１万 2,000円となっております。入院患者は18年度に

比べて 1,700円減少、外来患者は 500円と、このように減る根拠、ふえる根拠、この辺の

回答をお願いいたします。

以上です。

○議長（石崎勝三君） 市長公室長永井 久君。

○市長公室長（永井 久君） ６番鈴木（裕）議員の質問にお答えをいたします。

新交通システム構築委託料の内容でございますが、新交通システムにつきましては、施

政方針にございますとおり、現在、運送サービスの対応、手法等につきまして、市民の方
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々や民間事業者等で構成する笠間市地域公共交通会議におきまして協議を、今、進めてお

るところでございます。その協議の結果による部分もございますが、今、デマンド交通シ

ステムの導入を想定いたしまして予算化をしているものでございます。

委託費の内容につきまして、デマンド交通システムを導入した場合、乗車とか降りると

きなどの場所の確認をする配車システムの構築費と、それから利用者が登録をしていただ

くことになりますので、それのデータの入力。それと、実際に私どもの方で配車を行うオ

ペレーター等の研修や運行計画の作成支援などを含んでおるところでございます。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） 福祉事務所長保坂悦男君。

○福祉事務所長（保坂悦男君） ６番鈴木（裕）議員の質疑にお答え申し上げます。

現在のシルバー人材センターは、笠間、友部、岩間の３市町シルバー人材センターがご

ざいまして、統合のために協議を重ねてまいりまして、昨年12月26日に統合調印式が行わ

れまして、本年４月１日に一つのシルバー人材として生まれ変わるところでございます。

補助金につきましては、19年度につきまして昨年と同額の 1,943万円でございますけれ

ども、今後のシルバー人材センターの運営状況とか、あるいは合併時の職員等の承継、あ

るいは本所と支所のオンライン化等々ございまして、こういう推移を見ながら検討してま

いりたいと考えているところでございます。

それと、登録人員の増員のことでございますけれども、今現在、19年１月末で、３シル

バー人材の会員数につきましては 343名となってございます。会員募集の拡大につきまし

ては、それぞれの会員の皆様のご理解、市民の皆様のご理解をいただきながら、シルバー

人材センターの中に「シルバーかさま」という広報紙がございますけれども、これを年２

回発行いたしまして、会員向け、それと新市全戸向けに、それぞれＰＲを図ってまいりた

いと考えております。

また、市内に事業所がございますので、そこへシルバー人材センターの目的あるいは事

業内容等につきましてのポスターの掲示等をお願いし、市の広報紙を活用しながら会員の

募集拡大を図ってまいりたいと考えているところでございます。

また、２番目の技能向上につきましてでございますけれども、これにつきましても、技

能講習会ということで、植木の剪定講習会とかふすまの張りかえの講習会とか、いろいろ

の講習会を年３回実施をいたしましてやっているところでございますので、今後につきま

しても、シルバー人材センターと連携を図りながら、会員一人一人の技術向上に向けてや

っていきたいと思いますので、どうぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（石崎勝三君） 保健福祉部長加藤法男君。

○保健福祉部長（加藤法男君） 鈴木裕士議員の質疑にお答えしたいと思います。

18年度の入院、外来の決算ベースでのそれぞれの予定患者数はとのご質疑でございます
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が、これまでの実績、４月から２月までの集計をしまして、それを参考に、入院について

は 4,380人を、外来については２万 1,750人を予定したところでございます。

２番目の予算書 309ページの外来収益と 322ページの18年度予定損益計算書における外

来収益を比較すると、金額で約１億円、40.7％増加しているが、その根拠は何かとのご質

疑でございます。

予算につきましては、収益を予定して当初予算を組むものですが、企業会計においては、

予算というのは一般会計のことを申し上げたんですが、企業会計においては、予算の実施

過程において、その編成時に予測し得ない事態に遭遇することもあり得るので、これらの

変動に応じ収益の確保を図るための機敏な経営活動がとり得るように、予算に弾力性を加

味して予算を計上したものでございます。

また、材料と経費の合計では18.6％増にとどまっているがとのご質疑でございますが、

収益に対し、施設を運営するための経費については患者の数に関係なくかかるものが多く、

材料費、主に薬品費等でございますけれども、材料費については、収益により増額します

が、収益イコール材料費ということではございません。また、材料費及び経費については、

外来ばかりでなく入院についても関係してきますので、一概に外来収益の伸び率と材料費

及び経費の合計額の伸び率につきましては、直接は関係がしないものと考えております。

３番目の１人１日あたりの収益が、18年度の予算に比べ、入院については 1,700円の減、

外来については 500円増となっているがなぜかとのご質疑でございます。

患者一人一人の症状の違いにもより、１人１日当たりの収益が大きく変化します。予算

を計上するに当たっては、４月から10月までの状況を見まして、単価を見積もったもので

ございます。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） ６番鈴木裕士君。

○６番（鈴木裕士君） 一番最初の新交通システム構築委託料 800万円ですけれども、利

用者の登録とか、そのほか配車のシステムとかということでありますけれども、このよう

なことであれば、職員の日常の仕事の中で大体できるんじゃないかなと。いわゆる我々、

昔、会社にいたときはそれぐらいの人間は十分いて、職員で対応できたのかなという気が

するんですけれど、外注しなきゃいけないという何かの規制があるのかどうかということ。

それから、議案第56号の第１番目の質問ですけれども、18年の入院、外来それぞれの予

定患者ということを聞いたのであって、今、部長が回答されたのは19年度の予定数量かと

思います。18年度の４月から２月、この実績に基づいて、18年度のある程度かたい数字が

出てきたかと思います。その数字がどうなのかということを私は質問しております。

それと、議案第56号の２番目の質問でありますけれども、私が言ったのは、材料費と経

費はわずかしか伸びてないのに収入が非常に伸びていると。通常は、大体、材料費、経費

の伸びにある程度比例して収入が伸びてくるものと。その辺の違いはどこから来るのかと、
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この質問をしましたので、その辺の回答をお願いします。

○議長（石崎勝三君） 市長公室長永井 久君。

○市長公室長（永井 久君） 鈴木（裕）議員の再質問にお答えをさせていただきます。

今、この交通システムを職員でも対応できるのではないかというお話でございました。

これは議員もご存じかと思いますが、今、旧笠間市におきましては福祉バスが運行してお

りました。交通弱者ということの中で対応させていただいておりました。それが合併時に

おきまして、これらを全市に拡大していくことを検討するようにということの中で、これ

からは、こういう交通弱者の部分、こういうものを公共交通会議の方で検討をしていただ

いております。そういう福祉バスの運行がよろしいのか、デマンド交通がよろしいのか、

いろいろなことを今審議していただいております。

ですから、これはあくまで民間の分野に委託をし対応してまいるものでございまして、

職員が対応するという部分ではございません。今、福祉バスでやっている部分の運行拡大

をどのような形で、今いただいているのはデマンド交通方式ということの中で検討をいた

だいているところでございます。

そのようなことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

○議長（石崎勝三君） 保健福祉部長加藤法男君。

○保健福祉部長（加藤法男君） 鈴木裕士議員の再度のご質疑に答弁をしたいと思います。

先ほど申し上げましたものについては、18年度の実績を申し上げたものでございます。

18年の４月から19年の２月の実績を踏まえて算定をしたということでございますので、よ

ろしくご承知願いたいと思います。

もう１点、材料費と経費、全体的に見ると支出よりも収入が伸びているのはどういうこ

となのかということでございますけれども、本来、企業会計の場合には、議員がおっしゃ

るとおり、前年度の損益計算書を見ながら、それに沿った形によって予定数量というもの

は定めるというのが本来の姿でございます。ただ、現在の市立病院につきましては、費用

を基準という形になりまして、収入そのものの受け入れというものが、あくまでも企業会

計の場合には予定量ということで、病院を経営するための方策として、収入をそれなりの

目標予定量として計上しておりますので、その点はご了解願いたいと思います。

○議長（石崎勝三君） 市長公室長永井 久君。

○市長公室長（永井 久君） 鈴木（裕）議員の質問、先ほどの部分の答弁につきまして

補足だけさせていただきたいと思います。

システムの構築の委託料でございますが、システムの運用は職員でもできないことでは

ございません。この部分につきましては、できないということではございません。今、交

通の部分の会議で検討いただいているところです。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） 次に、７番鈴木貞夫君の発言を許可いたします。
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７番鈴木貞夫君。

○７番（鈴木貞夫君） 議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算について質問したい

と思います。

本会議で、予算に関する参考資料ということで説明されました。それに沿って質問をし

たいと思います。

第１点は、４ページですが、市債の問題について伺いたいと思います。

19年度の市債35億 1,580万円の中に、元利償還時に全額交付税措置される臨時財政対策

債とありますが、その総額はここでは書いてありませんので、幾らなのか。また、15億

1,360万円の合併特例債の使用する事業はどういう事業か、その２点。

次に、23ページ、農林水産業費の中に、霞ケ浦用水事業というのがあります。その事業

3,961万 2,000円の具体的な事業はどうなっているのか。また、用水利用計画の地域と、

その予定されている農家戸数は幾つかということをお聞きしたいと思います。

次の24ページに、商工費というのがあります。そこにバス購入費 3,000万円というのが

載っておりますが、この 3,000万円のバスの購入目的をお聞きしたいと思います。

次に、31ページから36ページにわたって補助金についての一覧表があります。 162団体

ということであります。補助金交付団体の表は、その補助金が事業と団体に交付されてい

るものがあるように見受けられます。表だけではちょっと判断できません。また、交付さ

れる団体の事業や決算等も明らかでなくてなぜその金額が出ているのか、これではわかり

ません。その辺のことを明らかにされたい。

また、聞くところによりますと、市の職員が団体等の事務処理をしているという団体が

あると聞いております。幾つあるのか、その辺を明らかにしてもらいたい。

また、18年度に交付された団体で19年度に打ち切られた団体、事業等があるかどうかと

いう点をお聞きしたいと思います。

最後に、17ページに、滞納整理ということが載っております。その下の方に、自動車タ

イヤロックを導入するとあります。これは自動車税だけに適用するのか。これだけ見ると、

滞納のためにはこれを使うということで、自動車税以外にも適用されるようにも見えます

ので、その辺がどうかということについてお聞きいたします。

○議長（石崎勝三君） 総務部長畑岡 洋君。

○総務部長（畑岡 洋君） ７番鈴木（貞）議員のご質疑にお答えをいたしたいと思いま

す。

19年度の市債、さらに補助金、滞納整理、３点についてご質問をいただきました。

まず、最初に市債の関係でございます。

35億 1,580万円の中に臨時財政対策債でございますが、７億 5,000万円を予定しており

ます。さらに、15億 1,360万円の合併特例債でございますが、大きくは、幹線道路の整備

事業、岩間駅の周辺整備事業、義務教育施設の整備事業に充てております。
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特に幹線道路につきましては、笠間小原線、さらに友部池野辺線、岩間八郷線等９路線

であります。

義務教育につきましては、友部中学校の大規模改造事業、さらに小・中学校のトイレの

整備事業等でございます。

岩間駅につきましては、周辺の事業ということでご理解をいただきたいと思います。

次に、補助団体の関係でございます。

昨年も、補助実績ということで決算委員会でご質問をいただいたところでありますが、

18年度の補助金の実績の一覧表を今作成中でございますので、実績が上がり次第ご報告を

していきたいと思っております。

２点目、市職員が団体の事務を行っているということでございますが、現在、18年度の

状況を見ますと、笠間土地改良連絡協議会、社会福祉協議会にそれぞれ１名の職員を派遣

をしているところでございます。

さらに、一部の団体の事務を市で行っているということでございますが、 162の団体の

中で調査をしたところ、19件該当しております。主なものを申し上げますと、笠間市区長

会の事務を市の総務課で一部行っております。さらに、民生委員児童委員の協議会の補助

金がございますが、この事務を社会福祉課で行っている等々、19あるわけであります。

さらに、19年度の打ち切った団体ということで、結果的には打ち切った団体はございま

せん。

ただ、終焉を迎えた補助金ということが幾つかの団体ございます。例えば笠間駅のバリ

アフリー化の補助金、あるいは豊かな土づくり推進事業の補助金、さらに直接経費に組み

入れた補助金等もございます。例えば議会の委員会の活動費の補助金、敬老会の実行委員

会の補助金、こういうものが含まれております。

次に、３点目に、タイヤロックの関係でございますが、滞納整理のために、すべての滞

納、財産差し押さえの一部として、ご承知のように備品につきましては一般的には赤紙を

張るということがございますが、これにかわるものとして、車の場合にはタイヤロックを

使うということでございますので、すべての税に適用してやっていくと、こういうことで

ございますので、ご理解をいただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） 産業経済部長青木 繁君。

○産業経済部長（青木 繁君） ７番鈴木（貞）議員さんの霞ケ浦用水についてのご質問

についてご説明いたします。

１点目の霞ケ浦用水事業の事業費 3,961万 2,000円の具体的事業についてでございます

が、この 3,961万 2,000円につきましては、すべて事業負担金でございます。

この負担金は、国、県の補助金のほか、市と町が受益面積に対しまして負担しているも

のでございます。
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笠間市の負担金の主な事業は５事業ございます。一つは、水資源機構が行った霞ケ浦に

設置した揚水機場から、桜川市、旧真壁町までの基幹線水路の負担金が 1,394万 7,000円、

二つ目として、国営農業水利事業は、幹線水路や調整池、それから揚水機場等の施工に要

する負担金が 1,855万 1,000円、三つ目として、県営かんがい排水事業は、用水路や揚水

機場の施工に要する負担金として 243万 2,000円、四つ目として、団体営かんがい排水事

業は、機場１カ所と用水路の施工に要する負担金が 311万 2,000円、五つ目として、施設

の維持管理等に要する負担金は 157万円、五つの事業合計で 3,961万 2,000円になるもの

でございます。

次に、用水利用計画の地域と農家戸数ですが、笠間地域では、本戸地域が受益地となっ

ております。受益面積は水田で78.6ヘクタール、農家戸数で 131戸でございます。友部地

区につきましては、友部土地改良区と小原土地改良区、住吉大沢地区、南友部地区、随分

附地区、仁古田地区が受益地となっております。受益面積は水田で合計で 428ヘクタール、

畑が 118.3ヘクタール、合わせまして 546.3ヘクタールでございます。農家戸数につきま

しては 1,063戸でございます。全体では、水田が 506.6ヘクタール、畑が 118.3ヘクター

ル、計 624.9ヘクタールで、農家戸数につきましては 1,194戸でございます。

次に、バス購入費 3,000万円の購入目的についてお答えいたします。

ご承知のように、観光周遊無料バスにつきましては、平成13年度に笠間日動美術館を初

め、観光関連団体で構成されました運行協議会が設置されまして、運行については、運行

経費とリース代を含めた経費の２分の１を笠間市が負担しております。

そのバスですが、現在６年目を迎えておりまして、走行距離が25万キロメートルに達し

ております。そのため老朽化が進んでいるということで、バスの新たな購入を検討してい

ましたところ、日本宝くじ助成事業、これは 100％の補助事業でございます。これらの事

業の活用ができることから、補助事業として予算化をさせていただきました。

今後、事業実施に当たりましては、よく事業を精査し、実施してまいりますので、ご理

解のほどよろしくお願いをしたいと思います。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） ７番鈴木貞夫君。

○７番（鈴木貞夫君） あと細かい点については、また追っていろいろお聞きしたいと思

いますが、このバスというのは赤バスのことですね。わかりました。

それと、この補助金の問題で、私が市の職員云々とお聞きしたのは、例えば今言われた

ような民生委員とか、そういう行政と密接にかかわっているところについては、市がいろ

いろと援助したり事務局があるということは、私はやむを得ないと思うんですね。すべて

市がそういうことをやっちゃいかんということを言っているわけじゃなくて、こういう団

体の中に任意の団体があるかどうかということをお聞きしたんです。任意の皆さんがつく

った団体がやっているなら問題ではないかという意味で聞いたわけです。
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それと、交付された団体の中で、敬老会云々打ち切られたということがあるわけですけ

れども、地域の実情から見て、敬老会がどういうふうに運営されているかということも問

題ありますけれども、単に打ち切っていいかどうかというのはちょっと疑問に思うので、

そういう地域の敬老会なんかと密接に連絡とり合ってそういうことをやったのか、それと

も一方的に打ち切ったのかということを言っております。

それと、自動車タイヤロック、これは自動車税だけでなくて、ほかの税にも、いわゆる

差し押さえというふうに考えられる面もあるわけですね。

だけど、私は、中小企業なんかの事業している人たちは、車がなくなったらそこでおし

まいと、経営がその場で破綻してしまうということにもなりかねないかと思うんですね。

そういう実情をよく踏まえて、一方的にやらないで、例えば何か運んでいるときにやられ

てしまったというふうなことになってしまったら、それで事業おしまいになってしまうん

ですよ。その辺の実情は十分に調査した上でやるということがあれだと思いますが、具体

的にこういうふうにやるということは計画されているわけですか。その辺だけお聞きして

おきます。

○議長（石崎勝三君） 総務部長畑岡 洋君。

○総務部長（畑岡 洋君） ７番鈴木（貞）議員の再度のご質疑にお答えをいたしたいと

思います。

まず、補助金のことでございますが、任意の団体はございません、19団体につきまして

は。さらに、直接経費に組み替えたということですので、先ほどご説明しましたように、

打ち切った団体はありません。団体に出していた部分を担当課で一括持って事務を進めて

いくという方式でございます。打ち切った団体はございません。

それから、タイヤロックでございますが、差し押さえの中では、財産調査、預金から含

めまして行います。そういう中で、車は、どちらかというと下位の方にランクをされてお

りますので、何も財産がない人に対しては、車のほか差し押さえる物件がないという場合

については車でありますけれども、やはり順位的な部分がございます。

ですから、商売やっているということであれば、当然財産があるんじゃないかと考えら

れますので、商売の方が車だけということはあり得ないはずでありますので、その辺はい

ろいろケース・バイ・ケースがございますので、調査をした段階で、何が差し押さえの対

象になるのか、その辺を見きわめてやっていきたいと思います。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） 次に、９番村上典男君の発言を許可いたします。

９番村上典男君。

○９番（村上典男君） 村上です。

平成19年度予算書60ページ、２款総務費、６項監査委員費、１目監査委員費についてで

ございます。
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監査委員費が前年対比で約倍額になっている件でございますが、具体的に、区分、金額

について説明をお願いしたいと思います。

また、既に議決をされておりますが、議案第７号との関連性があれば、あわせて説明を

お願いいたします。

○議長（石崎勝三君） 監査委員事務局長西連寺洋人君。

○監査委員事務局長（西連寺洋人君） ９番村上典男議員のご質問にお答えいたします。

監査委員費が前年度対比で倍額になっている件についてでございますが、主な理由を申

し上げたいと思います。

前年度の当初予算については、事務局職員の人件費を合併前の笠間市の職員数１名で計

上していましたが、合併時には職員数が３名となり、平成18年７月の臨時会で約 1,000万

円を補正対応いたしました。平成19年度は、当初より職員３名分の人件費が計上されてい

るため、前年度の当初予算と比べ増額となっております。

また、監査委員の報酬については、議案第７号に関連しての予算措置であり、前年度に

比べ、委員１名分の報酬66万円、月額で５万 5,000円の12カ月分でございますが、66万円

を増額して予算計上しております。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） ９番村上典男君。

○９番（村上典男君） 基本的には、人件費で増額になっているという説明でございます。

議案第７号で、既に議決はされておりますが、関連してお尋ねをしたかったんですけれ

ども、その選任に当たって、識見を有する者を選任するという話がございましたが、要す

るに、この人件費の増額の金額が、選任する識見、識者、例えば法人格を持ったもの、専

門職のもの、いろいろいらっしゃるかと思いますが、どの程度の識見を持っている方を選

任する予定なのか。また、その予算というのはどのぐらいなのか。それは個人なのか法人

なのか。例えば監査法人なのか、その辺のところについてもご説明いただければありがた

いと思います。

○議長（石崎勝三君） 監査委員事務局長西連寺洋人君。

○監査委員事務局長（西連寺洋人君） 今、村上議員さんからの再度のご質問として、識

見の監査委員さんについてどのような方をというお話でございましたが、会計士さんとか

税理士さんとか、いろいろな資格を持っている有識者の方がいるかと思いますので、その

辺のところ、専門的な知識を有する方を含めて、今後選任していきたいということでござ

います。

経費なんですけれども、非常勤特別職の報酬月額５万 5,000円、先ほど言いました５万

5,000円、年額で66万円で予算措置をしてございます。

以上です。

○議長（石崎勝三君） ９番村上典男君。
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○９番（村上典男君） よくわかりました。

月額５万 5,000円で、識見を有して、笠間市の財政等についての監査をしてくれる、非

常に安いお買い物だと思います。くれぐれもその方にはしっかり働いてもらえるよう、監

査事務局の方でもよろしくお願いをしたいと思います。

以上でございます。

○議長（石崎勝三君） 以上で、質疑を終わります。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第49号 平成19年度笠間市一般会計予算から議案第

60号 平成19年度笠間市工業用水道事業会計予算までは、委員会条例第６条第１項及び第

２項の規定により、８名の委員で構成する予算特別委員会を設置し、会議規則第37条第１

項の規定により、この予算特別委員会に付託し審査をいたしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認め、そのように決しました。

さらに、お諮りいたします。

ただいま設置された予算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第80条第１項

の規定により、市村博之君、横倉きん君、竹江 浩君、萩原瑞子君、上野 登君、野口

圓君、常井好美君及び藤枝 浩君の８名を指名いたしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（石崎勝三君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました８名

の諸君を予算特別委員会委員に選任することに決定いたしました。

藤枝 浩議員が着席いたしました。

散会の宣告

○議長（石崎勝三君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

本日は、これにて散会いたします。

なお、次の本会議は３月19日午前10時から会議を開きますので、ご参集ください。

ご苦労さまでした。

午前１１時０２分散会

－１１３－



地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する

笠間市議会議長 石 崎 勝 三

署 名 議 員 野 口 圓

署 名 議 員 鈴 木 裕 士

－１１４－
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